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エリア限定、不動産利用集約化とまちなか活性化 

―趣旨説明― 

 
 
 

鳥取大学  
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1 いずれも、当時の役職。 
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２．検討の全体計画 

 

 

 

 

                                                                 
2 シンポジウムには、竹内 功鳥取市長、酒匂祟示内閣官房地域

活性化統合事務局次長にもご参加いただいた。 
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３．検討経緯 

BID(Business Improvement District 3)
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3 アメリカ合衆国等における、不動産所有者や商業者による中心

市街地再興を図るための組織化と資金調達の仕組み。法的に定

められた地区内において、不動産所有者や商業者等が、その地

区での必要な施設・設備やサービスを提供するための費用を負

担金として支払う制度。 
4 優遇策に胡坐をかくことは許されないということである。しかし、

財産権保障の問題もあり、すべての人にこれを強要することは難

しいので、優遇策を受ける何らかの制約を設定し、この制約の中

で一定の強制を行うことが望ましいとの考えを取ることとした。 
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４.中心市街地活性化に向けた具体的スキーム 

 

 

                                                                 
5 月極め駐車場で市中心部の企業、行政機関に勤務する職員

からの需要が多い。 
6 空き店舗を活用したチャレンジショップ事業を推進し、新たな

商業者の育成を図っている。 
7 平成２０年度に鳥取大丸前を一方通行にして、道路空間を利

用した市を実施した。 
8 ライトレールの設置等積極的な中心市街地活性化策を取って

いる。 
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